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○会議に付した事項 

証人不出頭の取り扱いに関する件 

 

○開始時刻  午後５時 

○小林委員長 ただいまから、県下水道事業に対する知事後援会幹部の働き掛け等に関する調

査特別委員会を開会いたします。本日の日程は、証人不出頭の取り扱いに関する件、及び百

条調査権に基づく記録の提出要求についてであります。 

最初に、証人不出頭の取り扱いに関する件を議題といたします。去る11月28日（月）の本

委員会に、議長から証人として出頭を求めた元県経営戦略局参事松林憲治さんの不出頭に関

する取り扱いについて御協議いただきます。 

お諮りをいたします。次回委員会に元県経営戦略局参事松林憲治さん、長野県職員労働組

合委員長高橋精一さんの出席を求め、証人不出頭の経緯等について説明を求めることとした

いと思いますが、これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

御異議なしと認め、さよう決定いたしました。 

次に、百条調査権に基づく記録の提出要求についてであります。提出を希望する会派があ

りましたら、順次発言願います。 

○倉田委員 11月28日との関連で記録提出をお願いいたします。一つは11月28日の栄村村長と

の懇談につきまして、いつ同村のだれと連絡をとり決定されたかの経過について、栄村に記

録提出をお願いいたしたいというふうに思います。それから２つ目は、公務員法の第55条で

決定しております予備交渉の決定内容について、これを記録提出いただきたいと。それから

もう一つは、28日に交渉をしておりまして、その交渉議事録もあわせて提出をいただきたい

と思います。 

○林委員 前回請求いたしました２つのメールですが、知事部局から連絡がありまして、知事

の個人的なパソコンに入っているものだから、さっき話がありましたけれども、田中康夫個

人で請求すれば出せるけれども、県知事田中康夫では出せないということでしたので、ぜひ

田中康夫個人に請求をお願いしたいと思います。 

○小林委員長 いいですか。ほかに。 

○鈴木委員 取り扱いの方法について御相談なんですが。15年９月22日、阿智村の住基ネット

の侵入実験のときに、立ち会った阿智村役場の職員が今総務課長でおります。過日電話では、

実験者及び県の職員が何時ごろ村にお見えになったという記憶に基づいた証言をいただい

ているんですが、委員会として、正式に担当職員、今は総務課長に、何時ごろから実験に立
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ち会いましたという部分だけの記録を提出いただきたいと思っているんですが、どのように

これ取り計らったらよろしいんでしょうか。 

○小林委員長 どうでしょう、請求してみますか。 

（「はい」という声あり） 

ほかに。 

○柳田委員 平成16年３月17日、四谷で行われた際に配られた資料をお願いしたいと思います。

請求先は岩瀬達哉委員です。「長野県」調査委員会の岩瀬達哉委員にお願いをしたいと思い

ます。それから、３人の委員がやめられまして、「長野県」調査委員会、資料が返却をされ

ていますけれども、返却された資料一式。これをないというケースもありますので、その場

合においては、返却された日付及びその扱いの経緯、これちょっと相矛盾するかもしれませ

んけれども、両方で請求を出しておきたいと思いますのでお願いします。 

○小林委員長 わかりました。ほかに。よろしゅうございますか。 

それではお諮りをいたします。ただいま各会派から要求がありました記録、すなわち前段

のもの、最初にお諮りした関係のものにつきましては、栄村ほかですね。それから、あと知

事等に対して、12月12日（月）までに記録の提出を求めたいと思いますが、これに御異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

御異議なしと認め、さよう決定いたしました。 

次回委員会は12月９日（金）、本会議終了後の議会運営委員会終了後、委員会を開催し、証

人不出頭の件を議題といたします。御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

この際、何か御発言はございますか。 

（「なし」という声あり） 

以上をもちまして、委員会を閉会いたします。御苦労様でした。 

 

○閉会時刻 午後５時４分 
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